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安全パトロールを実施しています 

～ガラス外装クリーニング作業～ 
 

  東京労働局管内では、ビル外装のガラス清掃作業中の死亡災害や重篤な災害が毎年の

ように発生しております。 

 労働災害を防止するために、東京労働局労働基準部安全課、（公社）東京ビルメンテ

ナンス協会及び（一社）東京ガラス外装クリーニング協会では、ガラス外装清掃作業場

所の安全パトロールを実施し、労働災害のない安全な現場にしていただくよう指導を行

っております。 

 つきましては、安全に作業が行われているかを確認するため、管理の建物の屋上など

に立ち入りパトロールを実施いたしますので、ご協力をお願い申し上げます。 

 なお、パトロール員は身分証明書を携帯しています。 

  

 

 

ご不明の場合は、東京労働局労働基準部安全課にお問い合わせ下さい。 

ＴＥＬ ０３－３５１２－１６１５（ダイヤルイン） 

の皆様 

東京労働局・労働基準監督署   

～トップが打ち出す方針 みんなで共有 生み出す安全・安心～ 



安全パトロールの様子 

（１）屋上に上ってのパトロール（ロープ緊結状況の確認） 

 

 

 

ロープの切断、外れ等を原因とする

墜落災害が多いため、ロープ等の緊結

状態の確認を行っています。 

現場の状況に応じたロープの的確な

緊結方法を説明しています。 

パトロール員が、ロープの的確な緊

結方法を実演しています。 

説明したロープの緊結方法を、作業員

の方に再現してもらっています。 



（２）地上でのパトロール 

 

 

 

 

ロープの強度や状態（損傷、摩耗、

変形又は腐食）を確認しています。 

また、歩行者等の立入禁止措置を確

認しています。 

資格の有無の確認、墜落制止用器

具、保護帽等を確認しています。 

パトロールを通じての疑問点を対

話により解消させています。 

パトロール員は長年の経験と研鑽

に基づく技術的なアドバイスを行い

ます。 


